
令和４年８月１日 

保護者の皆様へ 

愛西市教育委員会 

愛西市小中学校長会                                                

 

新型コロナウイルス感染症による出席停止、臨時休業等の一部変更について 
 

 日頃は愛西市の教育にご理解、ご協力をいただき、心より感謝申し上げます。 

 令和４年７月 22 日付けで厚生労働省事務連絡の一部改正が行われ、「濃厚接触者の待機期間見直し等

について」の通知がありました。その通知を受け、次の通り対応を一部変更させていただきます。 

 コロナウイルスの新たな変異株は感染力が強い等という報道もなされております。保護者の皆様にお

かれましては、引き続き、新型コロナウイルス感染症の予防、および、感染症拡大防止に努めていただき

ますよう、お願いいたします。                 ※変更は太字部分（※４）です 

項目 児童・生徒の状況 出席の扱い 

１ 検査※１結果が陽性 

出席停止※２ 

（発症日から10日間経過し、かつ症状軽快後72時

間経過するまで） 

２ 
濃厚接触者と特定され、検査を受

けた 

陽性 検査結果が陽性となった段階で、上記１に同じ 

３ 陰性 
出席停止 

（最終接触日より原則５日間）※４ 

４ 
濃厚接触者ではないが感染の疑

いがあるため検査を受けた 

陽性 検査結果が陽性となった段階で、上記１に同じ 

５ 陰性 検査結果が陰性と判明するまで出席停止 

６ 同居の家族の検査結果が陽性 
出席停止 

（最終接触日より原則５日間）※４ 

７ 

同居の家族が濃厚接触者と特定された 

（感染者、職場、学校等から連絡を受け、濃

厚接触の疑いがあるとして所定の期間自宅

待機することとなった場合を含む） 

登校を控える※３（出席停止の扱い） 

（当該家族の検査で陰性と判明するまで） 

８ 

本人もしくは同居の家族が感染した疑い（風

邪症状、発熱、倦怠感等の症状がみられる）

がある、もしくは検査を受ける場合 

登校を控える※３（出席停止の扱い） 

（感染の疑いがなくなる、もしくは検査で陰

性と判明するまで） 

※１ 検査は、新型コロナウイルスの感染を判断するすべての検査を指します。ＰＣＲ検査、抗原検査がそ 

れにあたります。 

※２ 臨時休業の必要性については保健所・学校医と協議し、臨時休業が必要であると判断された場合は、 

臨時休業期間や対象範囲（学校、学年、学級）について、保健所・学校医の指導のもとで決定すること 

とします。その場合、臨時休業中に予定されている行事が中止・延期となることがあります。 

※３ 医療機関・学校にご相談ください。（地域の感染レベル等によって対応が変わります） 

※４ 濃厚接触者の待機期間の見直しについて…これまで最終曝露日（感染者との最終接触等）から７日間  

（８日目に解除）としていましたが、今後５日間（６日目に解除）となります。なお、２日目及び３日

目に抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合には、３日目から解除可能となります。 

＜その他＞ 

〇 お子様や同居のご家族が新型コロナウイルスに感染しているおそれがある場合等には、昼夜を問わ

ず学校と保健所にご連絡ください。 

八輪小学校 ℡０５６７－３７－０３５３（夜間は市役所２６－８１１１におかけください） 

津島保健所（受診・相談センター） ℡０５６７－２４－６９９９ 

〇 教職員もしくはその家族が、１～８に該当する場合もこれに準じた対応をします。 

〇 新型コロナウイルス感染症に関する出席停止解除届の提出は必要ありません。 

※ 感染者、濃厚接触者、医療従事者、社会機能の維持にあたる方等とその家族に対する誤解や偏見に

基づく差別は許されないことをご家庭でも話題にしてください。 


